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要　　約
我が国における事業所・企業統計の体系化が進んでいる。平成 24 年（2012 年）より

前の我が国の事業所・企業統計は各府省が所管する産業を個別に調査していたため，互
いに対象範囲の重複や漏れがあり，かつ調査周期もばらばらであった。とりわけサービ
ス産業においてその傾向が顕著であった。経済のサービス化が進む中で，経済の全体像
をより正確に把握すべきであるという意見が強くなり，平成12年（2000年）頃から事業所・
企業統計の体系化の作業が始まった。さらには産業連関表から供給・使用表への移行が
決定し，それを実現するための新たなデータの収集の要請も加わった。多くの困難を乗
り越えて，平成 24 年（2012 年）に「経済センサス - 活動調査」，令和元年（2019 年）に「経
済構造実態調査」が開始された。令和７年（2025 年）には「サービス産業動態統計調査」
が開始される予定であり，５年毎，年次，月次の事業所・企業統計が整理・統合される
ことになる。このような大規模な改革が容易に実現しないことは，広く認識されている
と推測されるが，その実現の過程がどのようなものであったのかは，おそらく十分には
知られていないであろう。そこで本稿では，我が国における事業所・企業統計の体系化
のプロセスを明らかにする。
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Ⅰ．はじめに

かつて我が国の事業所・企業統計は，各府省
が所管する産業を個別に調査していたため，互
いに対象範囲の重複や漏れがあり，かつ調査周
期もばらばらであった。そのため産業連関表や
国民経済計算などのマクロ統計は，各種統計調
査結果をパッチワークのように組み合わせて推
計されてきた。ただし，それでも産業政策の実

施上，大きな問題は生じていなかった。その当
時は製造業が経済成長の中心であり，かつ製造
業の統計調査の精度が高かったからである。製
造業の統計調査には，構造統計として「工業統
計調査」（現在は「経済構造実態調査」の「製
造業事業所調査」）があった。また動態統計と
しては「経済産業省生産動態統計調査」が現在
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でもある。「工業統計調査」は百年以上の歴史
があり，報告者は長年にわたり記入することが
習慣になっていたため，回収率および記入率
が高く，しかも西暦末尾 0,3,5,8年は全数調査
であった 1）。「経済産業省生産動態統計調査」は
100 種類以上の調査票があり，製品の生産・受
入・消費・出荷・在庫などを毎月詳細に調査し
ている。両者の情報を組み合わせることにより，
製造業の実態は正確に把握されていた。また製
造業中心の時代には，卸売・貨物輸送・保険
サービスなどサービス産業の中でも製造業に付
随したものが大きな比重を占めていたので，製
造業の動向を見れば，経済全体のことがわかっ
た。そして基礎統計からマクロ統計を作成する
作業については，熟練した「職人」がおり，強
い熱意と多大なる労力を作成作業に投じていた
から，その精度は各方面の高い信頼を得てきた。

そのような状況が大きく変わったのが，1990
年代以降の所謂「製造業の空洞化」である。企
業が人件費の安い海外に工場を移転したことに
より，日系企業の活動自体は国際化して発展し
たが，国内の製造業の活動は停滞した。代わっ
て，国内ではサービス産業の比重が高まって
いった。それも娯楽サービスなど，製造業と直
接は関連しないサービス業が発展していた。だ
が，我が国の統計機構は分散型統計機構であり，
各府省が所管する産業を調査することになって
いた。そしてサービス産業は複数の府省の所管
が入り組む複雑な様相を呈していた。情報通信

１） 昭和 56 年（1981 年）以降，特定年次（西暦末尾 1,2,4,6,7,9年）は裾切り調査，西暦末尾 0,3,5,8年は全
数調査であった。

業など大きく発展が見込まれた産業については
統計調査の重複があった一方で，どの統計にも
カバーされていない産業があった。こうして経
済のサービス化が進むにつれ，経済の全体像が
見えなくなる恐れが高まっていた。

そこで平成 14 年（2002 年）頃から全産業分
野の売上（収入）金額や，費用などの経理項目
を同一時点で網羅的に把握する「経済センサス」
の企画がスタートした。だが，その実現は難航
した。サービス産業の統計調査は，製造業に比
べて難易度がはるかに高かったからである。そ
こで欧米諸国，特にアメリカの調査システムを
参考にすることになったが，それは従来の我が
国の事業所・企業統計調査の仕組みを大きく変
えるものとなった。そして企画がスタートして
約 10 年後の平成 24 年（2012 年）に「経済セ
ンサス - 活動調査」が実現した。またその実現
のために行われた基盤整備は，産業統計全体の
整理・統合にも有用であり，そのため年次，月
次の産業統計の整理・統合が進み，令和６年

（2024 年）現在，我が国の事業所・企業統計の
体系は非常にすっきりしたものになった。この
ような大規模な改革が容易に実現しないこと
は，広く認識されていると推測されるが，その
実現の過程がどのようなものであったのかは，
おそらく十分には知られていないであろう。そ
こで本稿では，我が国における事業所・企業統
計の体系化のプロセスを明らかにする。

Ⅱ．我が国の事業所・企業統計の体系が大きく変わる直前の状況

我が国の事業所・企業統計の体系が大きく変
わる直前の状況を確認する。総務庁（1995）に
よれば，当時問題点として認識されていたのは，

統計調査のふくそう（輻輳）であったことがわ
かる。当時はサービス業に関する統計が拡充さ
れた５～６年後であった。すなわち平成元年度
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（1989 年度）に広く概括的な調査である「サー
ビス業基本調査」が整備され，平成２年度（1990
年度）には「特定サービス産業実態調査」の対
象業種が拡大されていた。それに伴って「大規
模な統計調査が一時期に集中することにより，
報告者の協力の確保の困難，地方公共団体の事
務負担の過重を招くこととなり，統計の正確性
確保に重大な支障を与える懸念」（p.28）が生
じていた。すなわち，同時期に複数の調査票が
報告者に届くことが，報告者の反発を招くこと
が懸念されていた。

表１は総務庁（1995）に掲載された 1995 年
当時の省庁別主要統計調査の実施時期一覧を示
している。平成元年および６年に５つの調査が
同じ年に実施され，平成 11 年（1999 年）およ
び 16 年（2004 年）にも５つの調査が同じ年に
実施される見込みであった。この問題に対応す
るため，統計調査の実施時期の検討においてな
された提案の一つが，後の経済センサスにつな
がる。すなわち，国民経済計算（SNA）等の

「基礎データとしての利用，他の統計調査の母
集団情報としての利用，統計データ相互間の比
較可能性の向上など，統計調査相互間の有機的
関連性を勘案した実施時期の設定」（p.30）で
ある。統計調査を整理・統合し，あわせて国民
経済計算の精度向上に寄与するという考えであ
る。ちなみに，アメリカで経済センサスが成立
する直前の状況もこれに類似しているが，同
国では朝鮮戦争に伴う統計調査予算削減が契

機となって，諸センサスを統合した Economic 
Censuses が成立した（菅・宮川（2008））。

なおこの当時，今日の「事業所母集団データ
ベース」はまだなかった。岩崎（1996）によれ
ば，1996 年当時は省庁ごとにフレームがあっ
た。岩崎が挙げているのは「大蔵省フレーム」，

「通産省フレーム」，「総務庁フレーム」の３種
類のフレームである。「大蔵省フレーム」は行
政記録情報から編集された営利法人の母集団情
報，「通産省フレーム」は事業所ベースのセン
サス調査の個票を企業名で名寄せして作成した
フレーム，「総務庁フレーム」は事業所統計調
査の本社・本店の事業所に関する情報から編集
された母集団情報である。省庁ごとにフレーム
がある状況に対して総務庁（1995）では「企業・
事業所フレーム（仮称）」を作り，データベー
ス化し，各省庁が共同利用し得るものとするこ
と，そのために各種情報（各種統計調査名簿と
調査結果，行政データ）を活用して更新し得
る方法を開発することを提言している（pp.96-
99）。今日の「事業所母集団データベース」に近
いイメージである。
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省庁名 指定統計調査名 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
事業所統計調査 ●名 ● ●名 〇 〇簡 〇 〇簡
サービス業基本調査 ● ● 〇＊ 〇＊
工業統計調査 ● ●全 ● ● ●全 ● 〇全 〇 〇 〇全 〇 〇全 〇 〇 〇全 〇 〇全
商業統計調査 ●丙 ● ●丙 ● 〇 〇補 〇 〇補
特定サービス産業実態調査 ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

（出所）総務庁（1995）,p.35, 「別表」より一部を抜粋. 
（注）〇は都道府県・市区町村の統計主管課経由の調査系統を示す。□は都道府県の統計主管課経由。●■は実施済のもの。
事業所統計調査のうち「簡」、「名」を付した年度は簡易調査（名簿調査）である。・
工業統計調査のうち「全」を付した年度以外は、４人以上の事業所を対象とする調査である。
商業統計調査のうち「丙」を付した年度は、飲食店の調査である。また「補」を付した年度は補完調査である。
サービス業基本調査（＊）については、事業所統計調査の簡易調査と同時実施により行う。

総務庁

経済産業省

表 1　平成７年（1995 年）当時の省庁別主要統計調査の実施時期一覧

（出所）総務庁（1995），p.35,「別表」より一部を抜粋
（注） 〇は都道府県・市区町村の統計主管課経由の調査系統を示す。□は都道府県の統計主管課経由。●■は実施済のもの。 

事業所統計調査のうち「簡」，「名」を付した年度は簡易調査（名簿調査）である。 
工業統計調査のうち「全」を付した年度以外は，４人以上の事業所を対象とする調査である。 
商業統計調査のうち「丙」を付した年度は，飲食店の調査である。また「補」を付した年度は補完調査である。 
サービス業基本調査（＊）については，事業所統計調査の簡易調査と同時実施により行う。
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Ⅲ．経済のサービス化とサービス産業の統計調査の困難さ

我が国の産業に占めるサービス産業の割合が
高まっていること，すなわち「経済のサービス
化」が進んでいること自体は国民経済計算の
推計値から明らかであった。表 2 は付加価値
ベースの経済活動別割合（1930 ～ 2005 年）を
示しているが，製造業の割合は 1960 年および
1970 年には 30％を超えていたが，それ以降は
低下傾向が続いている。一方，商業・金融・保
険・不動産・サービス・公務の割合は 1980 年
には 50％を超え，2005 年には 60％を超えてい
る。このようにサービス化が進んでいること自
体は，マクロで大まかにはわかっていた。

総務庁（1995）には経済のサービス化につい
て以下の記述がある。「経済のソフト化，サー
ビス化の進展は，第 3 次産業の拡大にとどまら
ない。第１次産業や第２次産業も含め，企業の
内部においても，業務の外部委託化や派遣労働
の利用，リース・レンタル化，企業内貿易の
進展など広範囲な動きとして現れてきている」

（p.17）。この記述から，企業が自社の一部業務
や機能を外部の専門業者やサービスプロバイ

ダーに委託する所謂「外部化」が経済のサービ
ス化の背景にあるという認識があったことがわ
かる。また，「なお，情報通信分野は，21 世紀
かけての有力な成長分野と目され，他の産業分
野への波及効果も含めた影響には大きなものが
あり」（p.17）という記述もあり，やがて来る
インターネットの普及が新しいサービス経済活
動の出現を予見していたことがわかる。

このように観察される諸現象からも経済の
サービス化が進んでいることは明らかであった
が，肝心のサービス産業の統計調査は難航した。
その理由の一つは，製造業とは異なって，サー
ビス産業の場合，事業所単位で帳簿があるとは
限らず，したがって事業所単位で経理事項を記
入できないケースが多々あることであった。企
業単位ならば帳簿がないことはありえないので
経理事項を記入できる。だが，企業単位のデー
タの地域表章はあまり意味がないという問題が
あった。すなわち企業の地域表章は本社所在地
に基づいて通常行われるが，多くの企業の本社
は東京都あるいは大阪府に立地しており，地域
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製造業

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

16.9

24.1

26.0

14.9

7.8

3.5

2.4

1.7

1.4

23.3

32.8

27.7

30.8

31.2

27.7

26.2

21.4

20.3

21.4

30.0

24.8

29.2

30.6

27.1

25.9

21.3

20.2

3.9

3.1

4.0

5.5

7.4

8.9

9.6

7.1

6.1

13.5

8.8

7.4

9.2

8.0

9.3

9.5

10.2

9.9

42.5

31.2

34.9

39.7

45.8

50.7

52.3

59.6

62.3

農林水産業
鉱工業

建設業
電気・ガス・
水道・運輸・

通信

商業・金融・
保険・不動産・
サービス・公務

表２　付加価値ベースの経済活動別割合

（出所）三和良一・原朗編 [2007]『近現代日本経済史要覧』東京大学出版会，p.9，表 6(b) より筆者作成
（原資料） 1970 年までは経済企画庁『国民所得白書』，『改訂国民所得統計』，『国民所得統計年報』。 

1980 年以降は内閣府経済社会総合研究所。
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表章しても東京都あるいは大阪府ばかりになっ
てしまい，地域の経済活動の状況がわからない。
したがって，無理を承知の上で，報告者に対し
事業所単位の報告を求めざるを得なかった。松
田（1995）は次のように記している。「生産活
動のための製品・在庫管理，会計管理，人事管
理等企業活動の情報化・サービス化の結果とし
て諸活動の情報は事業所単位では，現場でその
すべてを掌握するとは限らず，本社事業所に問
い合わせる，または本社事業所からの割り振り
で，各種報告データが明らかにされる傾きがあ
ることが知られている」（p.268）。だが，当然
ながら報告者の負担は重く，報告者から無視で
きない数のクレームがあった。

もう一つの理由は，サービス産業の業種に
よっては，統計調査に報告する習慣が根付いて
いないことであった。「工業統計調査」の場合は，
百年以上の歴史があり，高度成長期までは政府

２） 菅（2005），菅・宮川（2008），菅（2005），菅（2010a），菅（2010b），菅（2010c），菅（2010d），菅（2014）。

の規制が強く，かつ４人以上の事業所は毎年調
査されていた。「上に政策あれば，下に対策あ
り」。報告者は調査票に記入するための準備を
事前にすることが習慣になっていた。調査票に
記入する項目にあわせて帳簿の勘定項目を設定
し，仕訳を行っていたため，かなり詳細な調査
票でも記入が可能であった。ところがサービス
産業の統計調査は歴史が浅く，かつ毎年調査さ
れるわけではないので，報告者は調査票に記入
するための準備をしていなかった。調査票の項
目に対応する項目が帳簿に見当たらない場合，
報告者は数多くの帳票から仕訳を特別にやり直
すことになるが，この作業負担は重かった。

こうしたサービス産業の統計調査の困難さか
ら来る閉塞感が，「経済センサス - 活動調査」
を開始する動機となったが，問題は我が国にそ
もそも経済センサスを実施するノウハウがな
かったことであった。

Ⅳ．欧米諸国の産業統計体系

参考になったのは欧米諸国，とりわけアメリ
カの産業統計体系であった 2）。第一に，欧米諸
国では行政記録情報，とりわけ税務記録情報お
よび労働保険記録をベースに母集団データベー
スを整備しており，これをビジネスレジスター

（Business Register）と呼んでいた。なお松田
（1995）がアメリカのビジネスレジスターの前
身である「標準統計事業所リスト」（Standard 
Statistical Establishment List, SSEL） を 紹 介
しているように，我が国でも欧米諸国において
ビジネスレジスターの整備が進んでいることは
知られていた。

欧米諸国がビジネスレジスターを整備したの
は，複数の行政記録情報から母集団名簿を作成
するためであった。一般に１つの行政記録でカ

バーできる事業者の範囲は限られている。例え
ば税務記録情報は納税事業者をカバーしている
が，非納税業者をカバーしていない。労働保険
記録は雇用主をカバーしているが，非雇用主（人
を雇っていない事業者）をカバーしていない。
したがって，複数の行政記録を用いて母集団名
簿を作成することになるが，そのときに問題に
なるのは行政記録間で産業分類や雇用者数の不
一致があるケースが存在することであった。そ
のような場合，不一致の実態（定義の違いによ
るものなのか，記録時点のずれのせいなのか，
それとも誤りなのか等）を確認する必要があ
る。アメリカセンサス局では行政記録の単位で
ある雇用主識別番号（Employer Identification 
Number, EIN）と事業所の関係を確認するため，
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すべての複数事業所企業（Multi-units）に対して
毎年，企業組織調査（Company Organization 
Survey, COS） を 実 施 し て い た（ 菅・ 宮 川

（2008））。他の欧米諸国でも同様な作業を実施
しており，これは一般に「プロファイリング」
と呼ばれていた。ただしそのやり方は国によっ
てさまざまであり，調査を行う場合もあれば，
電話や電子メールによる問い合わせを行う場合
もあった 3）。そして行政記録間の不一致を発見，
事実確認，記録を修正する作業を効率的に行う
ためデータベース化する必要があった。それが
欧米諸国のビジネスレジスターであった（菅

（2005），菅・宮川（2008））。こうして整備され
たビジネスレジスターは単なる母集団名簿では
なく，統計調査結果の審査や欠測値補完（これ
を Edit and Imputation と呼ぶ）にも有用であっ
た。さらにはビジネスレジスターをそのまま集
計して統計（これを「レジスター統計」と呼ぶ）
が作成されていたが，これは全数の情報のため，
価値が高かった。

これに対し我が国では「事業所統計調査」以
来，調査員が担当する調査区を見て回り，新し
く見つけた事業所に調査票を配布し，それを回
収することで母集団名簿を作成してきた。こ
れは本来，「国勢調査」の調査方法であり，欧
米諸国では今日まず見られないやり方である。
1947 年の第１回「事業所統計調査」は，当時
我が国を占領していた連合国総司令部（General 
Headquarters, GHQ）の指令により，同年の「臨
時国勢調査」と一緒に実施された。このときに

「国勢調査」の調査方法が「事業所統計調査」
に援用され，それが最近まで続いていたと考え
られる。そして我が国では 2002 年から「事業
所・企業データベース」の運用を開始していた
が，それは行政記録情報を母集団名簿の主たる
ソースとしてはいなかった。

第二に，欧米諸国ではかなり柔軟に調査単

３） 欧米諸国のプロファイリングのしくみは，法政大学日本統計研究所と総務省統計局が法政大学市ヶ谷校舎で
共催した国際ワークショップにおける各国のプロファイリング担当者による報告で詳細が明らかになった。（法
政大学日本統計研究所（2020））

４） 直訳すれば「報告単位」であるが，我が国の「調査単位」にあたる。

位（Reporting unit）を設定していた 4）。調査
単位とは「データが報告される単位」のこと
である。アメリカセンサス局では経済センサ
スにおいて，ネットワーク産業のように事業
所別に経理事項を分けづらいものについては，
Consolidated Reporting Unit（統合的調査単
位）あるいは Alternative Reporting Unit（代
替的調査単位）と呼ぶ単位で，事業所をまと
めて報告することが行われていた。またカナ
ダ統計局では，産業統計一般について，売上
高を記入できる単位として，離れた場所にあ
る複数の Local unit を同じ州内であれば１つ
の Establishment にまとめることを許容してい
た。すなわち，アメリカやカナダでは企業と事
業所の中間的な調査単位で調査を実施していた

（菅・宮川（2008），菅（2016））。ちなみに調査
単位に対して，情報が検索され，最終的に統
計が作成される主体を「統計単位」（Statistical 
unit）と呼ぶ。欧米諸国では調査単位と統計単
位が一致しているとは限らなかった。これに対
し，我が国では調査単位＝統計単位と結び付け
て考える傾向が強かった。

第三にアメリカ経済センサスでは 500 種類以
上の調査票を設定していた（菅・宮川（2008））。
すなわち詳細な産業毎に報告者が持っている情
報にあわせて調査事項を設定していたため，自
然と調査票の種類が多くなった。ただし，これ
は事前に調査単位の産業分類がわかっているか
らこそ可能である。我が国の構造統計では，調
査結果の品目別付加価値に基づいて調査実施後
に産業を格付ける「伝統」があった。したがっ
て，複数の調査票の配り分けなど，想定外であっ
た（菅・宮川（2008））。

第 四 に ア メ リ カ で は 北 米 産 業 分 類 体 系
（North  American  Industry  Classification 
System, NAICS）と北米生産物分類体系（North 
American  Product  Classification  System, 
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NAPCS）があり，それぞれ供給ベースと需要
ベースの分類が設定されていた（宮川（2024））。
供給ベースの分類とは，事業所や生産活動とい
う供給側の特性のみによって区分されている
分類のことである。そのため NAICS では「55　
Management of Companies and Enterprises」

（直訳すれば「企業経営」）が産業中分類と
して独立していた。これは 1994 年に発効し
た北米自由貿易協定（North American Free 
Trade Agreement, NAFTA）と関係がある。
NAFTA の発効により，製造業ではアメリカ
からメキシコに工場を移転したが，ただし本社
はアメリカに残った。以前のアメリカ標準産業
分類（Standard Industrial Classification, SIC）
では製造業の本社事業所は製造業に格付けられ

５） 商業・法人登記情報の統計への活用は平成 18 年事業所・企業統計調査から開始された。

ていた。そのままでは製造事業所（工場）にお
ける雇用が減少する一方で，本社事業所におけ
る雇用は維持されている実態がわからなくな
る。そこで NAICS は工場と本社事業所の産業
分類上の格付けを分けたのである。

一方，需要ベースの分類とは生産物の性質や
用途ごとに構築される分類のことである。以前
のアメリカ標準産業分類（SIC）では供給ベー
スと需要ベースの分類が混在しており，ユー
ザーには大変にわかりづらいものであった。こ
れが NAICS は供給ベース，NAPCS は需要ベー
スの分類にそれぞれ統一することにより，わか
りやすいものになった。さらには後に述べる供
給・使用表の精度向上に貢献した。

Ⅴ．事業所・企業統計の体系化のための基盤整備

このように欧米諸国の産業統計体系のしくみ
が明らかになることに伴って，経済センサスを
実現するためには何をすればよいのか明らかに
なった。裏を返せば，なぜ我が国ではサービス
産業の統計調査がうまくいかなかったのか，そ
の原因が明白になったのである。そこで経済セ
ンサスを実現するための基盤整備として，行政
記録情報の活用，「事業所母集団データベース」
が日本版ビジネスレジスターへと拡張され，「事
業所企業照会」（プロファイリング）が実施さ
れるようになり，さらには「日本標準産業分類」
の改定，「生産物分類」の策定が行われた。

行政記録情報の活用については，平成 19 年
（2007 年）に全部改正された統計法（以下「新
統計法」と呼ぶ）第 29 条（協力の要請）では

「行政機関の長は，他の行政機関が保有する行
政記録情報を用いることにより正確かつ効率的
な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成

するための調査における被調査者の負担の軽減
に相当程度寄与すると認めるときは，当該行政
記録情報を保有する行政機関の長に対し，その
提供を求めることができる。この場合において，
行政記録情報の提供を求める行政機関の長は，
当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対
し，利用目的その他の政令で定める事項を明示
しなければならない。」とされた。これに前後
して商業・法人登記情報および労働保険記録情
報の利活用が始まった 5）。そして商業・法人登
記情報により法人，労働保険記録情報からは雇
用主をカバーすることができた。もちろんこれ
らの行政記録情報がカバーする範囲にも限界は
あり，法人でなくかつ雇用主ではない事業者は
把握できない。
「事業所母集団データベース」については，

新統計法の第 27 条（事業所母集団データベー
スの整備）において「総務大臣は，行政機関等
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による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調
査その他の統計を作成するための調査における
被調査者…中略…の負担の軽減に資することを
目的として，基幹統計調査又は一般統計調査に
係る調査票情報の利用，法人その他の団体に対
する照会その他の方法により，事業所母集団
データベースを整備するものとする。」とされ
た。そして行政記録情報（商業・法人登記，労
働保険記録等）を活用した事業所母集団データ
ベースの整備が始まった。
「事業所・企業照会」については，「平成 26

年経済センサス - 基礎調査」において「企業構
造の把握」が開始された。これは単純に同調査
の補完的業務だけでなく，以下のような多角的
な必要性から開始された。それは（1）企業本
社のみ把握が可能な調査項目が存在することか
ら，これらの正確な情報整備が必要であったこ
と，（2）母集団情報の正確かつ効率的な把握が
必要，そして調査員では確認困難な事業所につ
いて把握が必要であったこと，（3）企業単位名
簿の正確かつ効率的な整備を行うために必要で
あったこと，経済センサス実施までの短期間で
の名簿整備が必要であったことである 6）。やが
てこの「企業構造の把握」を，欧米諸国が実施
しているプロファイリングを参考に発展させよ
うという機運が高まってきた。平成 30 年には
企業毎に専任の担当者（プロファイラー 7））を
配置し，担当企業の合併・分割等による企業・
事業所の開廃，名称・所在地変更など統計調査
の名簿に必要な基本的な情報を把握し，各種統
計作成の基盤となる事業所母集団データベース
に適時反映すること，併せて，主要な経済統計
調査においてプロファイラーを活用した調査の
実施，回答のサポート等を実施すること，プロ

６） 経済センサス - 基礎調査に関する研究会（第 2 回）資料「企業構造の事前把握の必要性」（平成 22 年 12 月 24 日）。
７） Accounting manager と呼ぶケースもある。
8） 事業所母集団データベース研究会（第 14 回）使用「プロファイリング活動の基本的な取組方針（案）」（平

成 30 年２月 16 日）。
9） 「プロファイリング」という用語は犯罪捜査にも用いられることから誤解されかねないとして，「企業調査支

援」としたものである。
10） ただし本社事業所に少しでも製造品の売上（収入）があれば，その製造品を生産している産業に格付けられる。

ファイリング対象企業向けのホームページを通
じた双方向のやりとりを可能とする企業サポー
トシステムを開発・運用することが企画され
た 8）。これが後に企業調査支援事業として実現
した 9）。令和４年度までは，行政記録情報に基
づいて，新たに事業を開始した又は廃業したと
考えられる事業所・企業を対象に照会を行った
が，令和５年度から，複数の事業所を持つ既存
の企業・団体に対しても照会を行うようになっ
た（深田（2021））。
「日本標準産業分類」については，第 12 回改

定（平成 19 年 11 月）において主な中分類ごと
に，小分類「管理，補助的経済活動を行う事業
所」を設定された。これは統計データの継続性，
統計利用上の利便性の向上を図るなどの観点か
ら，それまで企業内の主たる経済活動と同一と
していた「管理，補助的経済活動を行う事業所」
を主活動から分離したものである。例えば，自
動車製造業であればそれまでその本社事業所は
産業小分類「311 自動車・同附属品製造業」に
格付けられていたが，これ以降は産業中分類「31
輸送用機械器具製造業」の下の産業小分類「310
管理，補助的経済活動を行う事業所」に格付け
られることになった 10）。これは産業中分類で見
れば需要ベース，産業小分類で見れば供給ベー
スという折衷案である。

以上のような経済統計の見直しについて廣松
（2021）は俯瞰しており，大きな流れとして（1）
経理事項を把握する統計の拡充，（2）調査方法
の変化，（3）行政記録情報や民間のビッグデー
タなどの情報源の多様化，（4）利活用側の変化
があることを指摘している。
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Ⅵ．「経済センサス - 活動調査」の開始

11） それまで各種統計や行政記録をもとに付加価値額を間接的に推測していたものが，直接的に観測することが
可能になったことは，人類が宇宙から地球が丸いことを確認した瞬間に匹敵するものであると思われる。

12） 「経済センサス - 活動調査」の付加価値には，国民経済計算の国内総生産の項目のうち，固定資本減耗，雇主
の社会保険料負担分，持ち家の帰属家賃，研究開発費，農林漁家，公営企業および政府サービス生産者の付加
価値等が含まれていない。

13） 平成 23 年分の所得税の確定申告期間は，平成 24 年２月 16 日から同年３月 15 日まで。

このように基盤整備が進んだことによって，
平成 24 年に全産業分野の売上（収入）金額や，
費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握
する「経済センサス - 活動調査」が開始された。
その母集団名簿整備を目的として「経済センサ
ス - 基礎調査」が平成 21 年（2009 年）に実施
されたが，これは「事業所・企業統計調査」を
前身としていた。「経済センサス - 活動調査」
の特徴は，事業所と企業の両方を調査単位とし
て設定したことである。事業所は地域表章には
適しており，従業者数の記入が可能であるが，
帳簿があるとは限らないので経理事項の詳細を
書けない可能性がある。企業は経理事項の詳細
を記入可能だが，地域表章にあまり意味がなく，
さらには臨時雇用者数などを記入できないケー
スがある。そこで事業所と企業の両方を調査し，

「事業所母集団データベース」の情報を用いて
事業所と企業のデータを紐づけ，両者の長所で
互いの短所を補った。ただし，傘下の事業所数
が１つの企業（単一事業所企業），複数の企業（複
数事業所企業）があるので，調査においては両
者の調査票を分けることになった。

このような工夫によって実現した「経済セン
サス - 活動調査」により，我が国の産業全体
の売上（収入）金額および付加価値額が直接観
測できるようになった 11）。「経済センサス- 活動
調査」の調査結果によれば，平成 24 年（2012
年）調査による平成 23 年（2011 年）の売上（収
入）金額は約 1,336 兆円，付加価値額は 245 兆円，
平成 28 年（2016 年）調査による平成 27 年（2015

年）の売上（収入）金額は 1,625 兆円，付加価
値額は 290 兆円，令和３年（2021 年）調査に
よる令和２年（2020 年）の売上（収入）金額
は 1,693 兆円，付加価値額は 336 兆円となった。

数字だけを単純に見れば，我が国の産業の付
加価値額は9年間に 91 兆円増えたことになる。
この間，国民経済計算の国内総生産（GDP）は
38.8 兆円増えている（2011 年度 500 兆円，2020
年度 538.8 兆円）が，91 兆円とはかなりの差が
ある。もっとも「経済センサス - 活動調査」の付
加価値額は国民経済計算の国内総生産と概念の
違いがあるので単純な比較はできない 12）。また，
これら３回の「経済センサス - 活動調査」は調
査方法や，カバーしている事業所の範囲が異な
る。一つの例を紹介すると，報告者は税理士が
作成した確定申告書に基づいて記入しているケー
スが多々ある。平成 24 年調査は，調査期日が
当初の予定であった平成 23 年６月１日から平成
24 年２月 1 日に変更されたため，確定申告前 13）

に調査を実施することになった。そのため確定
申告書がまだ報告者である事業者の手元になく，
記入できなかった報告者がいたと考えられる。こ
れ以外にも調査事項の変更があり，その影響も
あったと考えられる。また，令和３年調査では，
平成 28 年経済センサス - 活動調査では活用され
ていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報
から，過去の調査では捉えていなかった事業所
を加えた調査名簿を基に調査を行ったため，幅
広に事業所を捉えている。したがって，これら３
回の活動調査は単純な時系列比較ができない。
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Ⅶ．産業連関表から供給・使用表体系への移行

事業所・企業統計の体系化に大きな影響を与
えたのが，産業連関表から供給・使用表（Supply 
Use Tables, SUT）体系への移行である。産業
連関表と SUT は互いによく似ているが，かな
り性格が異なる表である。産業連関表は生産物
×生産物の形式の表であり，経済波及効果の計
算を主目的としている。SUT は生産物×産業
の形式の方であり，GDP 統計の推計を主目的
としている。我が国では伝統的に産業連関表を
まず推計し，次に経済活動別財貨・サービス産
出表（V 表）を推計し，両者から経済活動別財
貨・サービス投入表（U 表）を推計してきた。
このときデータの制約から V 表の精度は高く
なかった。したがって，U 表の精度も高くはな
かった。ちなみに V 表に輸入，輸入品商品税，
関税，運賃・商業マージンの項目を追加したも
のが供給表，U 表が使用表である（図１）。

このような状況を鑑み，経済波及効果の計算
の精度が優先され，GDP 統計の推計が二の次
になっていることが，GDP 統計の精度に悪影
響を与えているという認識が広がった。統計改
革推進会議の「最終取りまとめ」（平成 29 年５
月）においては，GDP の「基準年推計の改善
においては，GDP 統計の基盤となる供給・使
用表（SUT）体系への移行が重要である」（p.7），

「産業連関表作成府省庁は 2020 年を対象年次と
する産業連関表（2024 年公表予定）でサービ
ス分野について作成等を進め」（pp.12-13）と
記された。これを受けて，統計委員会の第Ⅲ
期「公的統計の整備に関する基本的な計画」に
おいて産業連関表から SUT 体系への移行が閣
議決定された。そこでは SUT を産業連関表か
らではなく，直接推計することが求められた。
これによって「経済センサス - 活動調査」は
SUT の推計という目的が追加された。

ただし，産業連関表から SUT への移行には，

基礎となる統計に大きな変更が必要であった。
それは産業連関表と SUT で副業の取り扱いが
大きく異なるからであった。従来の産業連関表
では副業にあたる活動を主業から分離させて，
その副業が主業としている産業に統合する処理
を行い，生産物×生産物（アクティビティー）
の表形式を採用してきた。一方の使用表では各
産業の中に副業が存在するのを許容して生産物
×産業（複数の生産活動）の表形式を採用し，
供給表では各産業がすべての種類の生産物を産
出できるように記述するため生産物×産業（複
数の生産活動）の表形式を採用していた（図１）。

もっとも，我が国の産業連関表と欧米諸国
の使用表の概念上の違いは言われているほど
は大きくなかった。我が国の事業所は Local 
unit（１つの場所で１つ以上の活動）であり，
一方欧米諸国は Establishment（１つの場所
でほぼ１つの活動）であった（菅（2016））。
Establishment であるならば「ほぼ１つの活動」
であるから，「１つの活動」と大きな違いはな
いからである。この点はよく理解されないまま，
産業連関表から SUT への移行が決定したよう
に思われる。

経済センサス - 活動調査では産業分類ベース
で主業と副業の売上高を把握（主業については
産業細分類単位，副業については産業大分類単
位で把握）していた（中村他（2023））。すなわ
ち平成 24 年調査のときから継続して「企業全
体の事業別売上（収入）金額」を調査していた

（図２）。この事業分類は産業大分類よりやや細
かい「準大分類」，（「1.5 桁分類」ともいう）に
相当していた。これにより主業と副業の関係は
大まかには把握されていた。だが，この分類の
細かさでは供給表を作成するには不十分であっ
た。
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図１　産業連関表と供給・使用表

（出所）筆者作成

生産物 最終需要 国内生産額

生産物

粗付加価値
国内生産額

業産用使総要需終最業産 輸入、運賃・
商業マージン 総供給

物産生物産生

粗付加価値
国内生産額

産業連関表（生産物×生産物）

（生産物×産業）表給供）業産×物産生（表用使

図２　令和３年経済センサス - 活動調査の企業調査票の調査事項「企業全体の事業別売上（収入）金額」

（出所）総務省統計局
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ただし，製造業については，工業統計調査に
おいて長年にわたり，主業と副業の両方をカ
バーする製造品の出荷額を把握してきた。した
がって，製造業に閉じた領域では，副業の産出
も，製造品に限定されるが，詳細に把握されて
きた。なお，その調査事項は令和３年調査の製
造業の事業所調査票に残っている（図３）。

問題はサービス産業の領域における副業の実
態が詳細にわからないことであった。そこで，
令和３年調査から供給表の推計のために，サー

ビス分野については，企業等の経済活動の生産
の成果として産出される「生産物」単位で，主
業と副業の両方の売上高を把握することとなっ
た（図４）。そこでは分類別に売上（収入）金
額を上位 15 位までの記入を求めている。この
ような調査上の工夫により，副業に把握漏れが
あるために GDP が過小になる問題（野村・宮
川（2023））はかなり改善したと考えられる。

図４の調査票の分類を設定するために，サー
ビス分野について用途の類似性による基準を指
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図３　令和３年経済センサス - 活動調査の事業所調査票（製造業）の調査事項「品目別製造品出荷額」

（出所）総務省統計局

（出所）総務省統計局

図４　令和３年経済センサス - 活動調査の企業調査票の調査事項「建設，サービス収入の内訳」
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向した生産物分類が令和元年（2019 年）に新
しく設定された（宮川（2021））。そこでは「生
産物の用途の違い」と「生産物の質の違い」に
着目した。「生産物の用途の違い」については，
事業者向け，一般消費者向け，輸出向けなど，
その需要先が異なることがほぼ特定できる場合
は，別の生産物として分類し，生産物相互の代
替性が低いものは，別の生産物として分類した。

「生産物の質の違い」については，生産物の内容，
性質に違いがある場合は，別の生産物として分
類した。また，これらの観点に加え，国際比較
可能性，すなわち国際連合の CPC，アメリカ
センサス局の NAPCS との比較可能性について
も考慮した。さらに生産物の需要先に関連して，
事業者向けの生産物と一般消費者向けの生産物
を分類する際には，統計調査の報告者である事
業所又は企業の回答可能性を考慮して，後述す
る最も詳細な分類である「詳細分類」と，その

14） ここでは Annual Retail Trade  Survey（ARTS），Annual  Survey  of Manufactures（ASM），Annual 
Wholesale Trade Survey（AWTS），Services Annual Survey（SAS）の４調査を指す。

直近上位の「統合分類」のいずれかで分類した。
こうした工夫により「令和３年経済センサス -
活動調査」における「生産物」単位で主業と副
業の両方の売上高を把握は成功し（中村・河野

（2023）），これまでにない精度が高い供給表の
推計が可能となった。

なお，2024 年には令和 12 年度（2030 年度）
の SUT 体系への完全移行を見据え，日本標準
産業分類第 14 回の改定内容等を踏まえて必要
な見直しを行い，財分野とサービス分野から
なる全体版が整備された（宮川（2024a），宮
川（2024b））。このように「活動調査は単に
GDP 統計の基盤であるということに留まらず，
密接に関連する産業連関表の新たな表象形式

（SUT）をもたらし，なかでも懸案であったサー
ビスの分類基準として生産物分類の適用を促し
たのである」（清水（2021））。

Ⅷ．年次・月次統計の体系化

膨大な予算と人員を必要とする「経済センサ
ス - 活動調査」を毎年実施することは不可能
であったし，経済センサスを毎年実施している
国はどこにもなかった。そのため５年に１回経
済センサス - 活動調査を実施して詳細な情報
を把握し，中間年についてはより簡単な調査を
実施することが，予算・人員の制約を考えると，
実現可能な枠組みであろうというのが当初の考
えであった。だが「経済センサス - 活動調査を
実施しない年次についても，産業横断的なデー
タが欲しい」というユーザー・ニーズは無視で
きないものがあった。とりわけ国民経済計算の
推計に関連して強い要請があった。

国民経済計算は毎年推計されているので，

GDP の精度向上という意味では，５年に１回
詳細なデータが入手できたとしても十分ではな
かった。そこでは基準年と中間年の供給・使用
表を同様な概念で構築する「シームレス化」が
課題とされた（西村他（2020））。

アメリカの年次産業統計調査14）の調査方法に
ついては菅（2018a）により検討がなされた。
それを踏まえて我が国における年次産業統計調
査の検討も進められた（菅（2018b））。その結果，
年次 SUT の推計を目的として令和元年（2019
年）には「サービス産業動向調査（拡大調査）」（総
務省），「商業統計調査」および「特定サービス
産業実態調査」（経済産業省）の３調査を統合・
再編した「経済構造実態調査」（総務省，経済
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産業省）が開始された。そこでは一定規模以上
の法人企業の全数調査という現実的な調査設計
が行われた（最上（2021））。

こうして実現した「経済構造実態調査」と
アメリカの年次産業統計調査との比較検討を，
商業について菅（2021），サービス産業につい
て菅（2022）が行っているが，いずれも妥当
な結果であるという結論を得ている。さらに
令和４年（2022 年）には「経済構造実態調査」
に「工業統計調査」が包摂された。「経済構造
実態調査」は個人経営の企業を除き，日本標準
産業分類における大分類，中分類又は小分類ご
とに売上高を上位から累積し，当該分類に係
る売上高総額の8割を達成する範囲に含まれ
る企業を調査対象としている。なお，菅（2023）
では包摂される前の「工業統計調査」とアメリ
カの Annual Survey of Manufacturers（ASM）
との比較検討を行っている。なお，包摂され
た「製造業事業所調査（旧工業統計調査）」は
9割を達成する範囲に含まれる事業所を調査
対象としている。

なお，令和３年（2021 年）調査では，新型
コロナウイルス感染拡大を踏まえた対応につい
て統計委員会のサービス・企業統計部会におい
て意見が交わされた（椿（2021））。そこでは

「新型コロナウイルス感染症の経済への影響が
いつまで継続するか先が見えない状況にあり，
SNA や SUT のベンチマークとする基準年の経
済状況をみて恣意的に変更すべきではないとの
意見から，今回は計画どおり調査を実施するこ
とが適当とした」（p.8）。そして「2020 年実績
を調査する経済センサス - 活動調査を用いた
基本表からの構造変化を部分的に反映させた中
間年次を対象とした参考値を作成・公表する」

（p.8）ことが意見として出た。このように基準
年が異常な時期であるケースにおいて，「経済
構造実態調査」は参考値を作成するための情報
を提供することになるであろう。

最後に月次統計の再編成が課題として残っ
た。サービス産業の月次統計調査としては，

「サービス産業動向調査」と「特定サービス産
業動態統計調査」があった。これらはいずれも
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表３　産業統計の変遷

（出所）筆者作成

平成元年（1989年）
製造業 商業 サービス業

数年に１回 商業統計調査 なし

毎年
工業統計調査
（４人以上）

なし
特定サービス産業
実態調査

特定サービス産業
動態統計調査

サービス産業動向
調査

令和６年（2024年）現在
製造業 商業 サービス業

５年毎

毎年

毎月
経済産業省生産
動態統計調査

商業動態統計調査
サービス産業動態

統計

経済センサス-基礎調査、活動調査

経済構造実態調査

毎月
経済産業省生産
動態統計調査

商業動態統計調査

工業統計調査
（全数）
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基幹統計調査ではなく，それゆえにサービス産
業を対象とした月次の基幹統計の整備は，これ
まで累次にわたる「公的統計の整備に関する基
本的な計画」においても，重要課題の一つとさ
れてきた。そこで「サービス産業動向調査」お

よび「特定サービス産業動態統計調査」を統合
し，我が国におけるサービス産業の事業活動の
動態を明らかにするための新たな月次の基幹統
計調査として，「サービス産業動態統計調査」
が令和７年１月に創設される予定である。

Ⅸ．今後の展望

我が国の事業所・企業統計の体系化はほぼ完
成しつつある。「令和8年経済センサス - 活動
調査」が実施され，それに基づいて令和７年
SUT が公表されたときが終着点である。今後
重要になってくることは，ひとたび確立した調
査のしくみや調査票を，簡単には「変えない」
ことである。既に述べたように，これまで実施
された３回の経済センサス - 活動調査は調査方
法の違いによる記入率への影響や，カバーして
いる事業所の範囲がそれぞれ異なるため，単純
な時系列比較ができなかった。これはせっかく
実現した「経済センサス - 活動調査」の有用性
を大きく損ねるものであった。また報告者に
とっては，調査のしくみや調査票が変わると，

それにあわせて社内のシステムや，業務マニュ
アルを変更しなければならず，大変な手間とな
る。それが回収率の大幅な低下につながりかね
ない。百年の歴史があった「工業統計調査」は
高い回収率・記入率を誇ったが，それは調査の
しくみや調査票について頑固なまでに保守的で
あったからである。もちろん，時代とともに新
しい商品，サービス，産業が登場してくる。だが，
それは「生産物分類」および「日本標準産業分
類」の変更で十分に対応可能である。一旦確立
したしくみをしばらくは維持し，ただし報告者
に感謝しつつ丁寧に分析していくことと，どの
ようにしてそのしくみが出来上がったのかを継
承することが重要であろう。
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